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町からのお知らせ

  

む
し
歯
予
防
に
フ
ッ
化
物
塗
布
を
し
ま
し
ょ
う

　
定
期
的
に
フ
ッ
化
物
を
塗
布
す
る

こ
と
で
、
歯
の
表
面
を
丈
夫
に
し
、

む
し
歯
に
な
り
に
く
い
歯
を
作
り
ま

す
。
生
え
始
め
の
歯
に
は
、
特
に
効

果
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
抵
抗
感
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
ジ
ェ
ル
状
で
青
り
ん
ご
味

の
フ
ッ
化
物
を
使
用
し
ま
す
。

▽
期
日　

３
月
９
日
（
金
）

▽
受
付
時
間  

午
後
１
時
～
１
時
20
分

▽
場
所　

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
対
象　

就
学
前
ま
で
の
お
子
様

　
　
　
　
（
歯
が
生
え
て
い
る
方
）

▽
料
金　

３
０
０
円

▽
内
容　

歯
科
診
察
、
フ
ッ
化
物
塗

　
　
　
　

布
、
歯
科
保
健
ミ
ニ
講
話

▽
予
約
受
付
期
間　

　

２
月
19
日
（
月
）
～
28
日
（
水
）

　
（
定
員
50
名
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

▽
持
参
す
る
も
の

歯
ブ
ラ
シ
、
料
金
、
歯
の
健
康
手

帳
（
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
当
日

発
行
し
ま
す
。）

※
歯
み
が
き
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
予
約
・
問
合
せ
先

　

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
９
２

－

２
０
４
５

  「
も
う
す
ぐ
入
園
・
絵
本
で
子
育
て
」参
加
者
募
集
！

　
基
山
町
立
図
書
館
で
は
、
平
成
29

年
度
か
ら
開
催
し
て
い
る
親
子
絵
本

ト
ー
ク
会
の
第
３
弾
と
し
て
「
も
う

す
ぐ
入
園
・
絵
本
で
子
育
て
」
を
開

催
し
ま
す
。
４
月
か
ら
幼
稚
園
や
保

育
園
へ
入
園
予
定
の
親
子
を
対
象
に

新
生
活
へ
の
不
安
を
軽
減
す
る
よ
う

な
絵
本
の
紹
介
や
先
輩
マ
マ
の
子
育

て
経
験
談
が
聞
け
る
い
い
機
会
で
す

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

２
月
22
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

▽
場
所　

基
山
町
立
図
書
館

▽
定
員　

親
子
５
組
程
度

　
　
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

※
２
月
６
日（
火
）
午
前
９
時
よ
り
電
話 

に
て
申
込
み
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先　

　

基
山
町
立
図
書
館  

　

☎
９
２

－

０
２
８
９

  
平
成
30
年
度　

学
用
品
費
・
給
食
費
等
を
援
助
し
ま
す

　
町
で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就

学
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対

し
、
学
用
品
費
や
給
食
費
等
の
就
学

上
必
要
な
経
費
の
一
部
を
支
給
す
る

就
学
援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

受
給
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の

要
領
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
29
年
度
（
平
成
29
年
４
月
～

平
成
30
年
３
月
）
に
受
給
さ
れ
て

い
る
方
で
、
平
成
30
年
度
も
引
き

続
き
就
学
援
助
が
必
要
な
方
は
、

再
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
援
助
対
象
世
帯　
　
　
　

基
山
町
立
の
小
・
中
学
校
に
在
籍

す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
、
又
は

基
山
町
に
住
所
が
あ
り
、
公
立
の

小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生

徒
の
保
護
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、か
つ
、生
活
保
護
に
準

ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
世
帯

①
世
帯
全
員
の
収
入
が
少
な
く
、
生

活
が
非
常
に
苦
し
い
。

②
世
帯
全
員
の
町
民
税
が
非
課
税
で

あ
る
。

③
生
活
保
護
が
停
止
、
又
は
廃
止
に

な
っ
た
。（
平
成
29
年
４
月
１
日

以
降
の
廃
止
）

④
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
。

⑤
国
民
年
金
の
掛
金
が
減
免
さ
れ
て

い
る
。

⑥
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免
、
又
は

徴
収
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
。

⑦
保
護
者
の
死
別
・
離
別
・
失
業
な

ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
生
活

状
況
が
急
激
に
悪
化
し
た
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

①
就
学
援
助
申
請
書
（
教
育
学
習
課

又
は
町
内
の
公
立
小
・
中
学
校
に

あ
り
ま
す
）

②
世
帯
内
で
収
入
の
あ
る
方
全
員
の 

源
泉
徴
収
票
の
写
し
、確
定
申
告
書

の
写
し
、所
得
課
税
証
明
書
、年
金 

の
通
知
書
な
ど
の
収
入
が
わ
か
る

書
類（
平
成
29
年
１
月
～
12
月
分
）

※
未
申
告
の
場
合
、
認
定
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
収
入
が
な
い
方
も
住
民

税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し

④
遺
族
年
金
証
書
の
写
し

⑤
障
害
者
年
金
証
書
の
写
し

⑥
生
活
状
況
が
急
激
に
変
化
し
た
場

合
は
、
そ
れ
を
説
明
で
き
る
資
料

⑦
印
鑑
（
認
印
可
）

※
②
～
⑥
は
該
当
す
る
方
の
み
必
要

▽
申
請
方
法
・
申
請
締
切

就
学
援
助
申
請
書
及
び
必
要
書
類

を
教
育
学
習
課
（
役
場
２
階
）
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は
随

時
受
け
付
け
ま
す
が
、
認
定
の
審

査
・
判
定
は
、
申
請
後
に
開
催
す

る
定
例
教
育
委
員
会
で
行
い
ま
す

４
月
か
ら
の
援
助
を
必
要
と
さ
れ

る
方
は
、
４
月
23
日
（
月
）
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
認
定
期
間

認
定
月
か
ら
年
度
末
ま
で
の
１
年

以
内

※
申
請
・
問
合
せ
先

　

教
育
学
習
課　

学
校
教
育
係

　

☎
９
２

－

７
９
８
０

。

、。
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町からのお知らせ

相続センター業務内容
　○相続の手続きに関するご相談
　○相続人調査 ・相続関係説明図の作成
　○預貯金や株式、 不動産などの相続手続き
　○生前の遺言作成サポート
　○相続税対策のご相談、 サポート
　○ライフプラン ・ エンディングノートの作成及びサポート　など

【営業時間】 平日　8:30 ～ 17:30　秘密厳守
※事前にご面談日のご予約日程を調整させて頂きます。
※遠方やお身体の不自由な方のために出張相談も承ります。

相続事務 ・遺言の御相談及びサポートの受付窓口

株式会社州都相続センター

フリーダイヤル　０１２０－３８８－８２２
〒841-0036　佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目 18番地 6　ＨスクエアＢＬＤ　

有
料
広
告私たち州都相続センターは、 各種専門家と協力し、 皆様をサポートいたします。

パブリックコメント（意見募集）実施のお知らせ
　町では、下記の２案に関して、広く町民の皆様からのご意見をいただくため、
パブリックコメント（意見募集）を行います。

意見提出方法

　意見の提出様式は自由ですが、意見を提出する方は、必ず氏名・住所・連絡先を記載してください。
案及び提出様式は、基山町ホームページからダウンロードしていただくか、情報公開コーナー（役場１階）
及び担当課に備え付けています。郵送、ＦＡ X、メール又は持参での提出をお願いします。

※電話での意見は受け付けていません。
※いただいたご意見についての個別の回答や返却はしません。
※提出いただいた意見の概要と、それに対する町の考え方を、基山町ホームページ等で 
　一定期間公表します。公表する場合は、個人情報に十分配慮します。
※本事業と直接関連のない意見への回答は行いません。

基山町子どもの未来の応援のための指針案について
　町では、今後の子ども・子育てに必要な施策を検討するにあたり、子どもと子育て家庭の生活状況や貧
困等の悩み、支援ニーズ等を把握するため、平成 29 年 12 月に基山町子ども生活実態調査を実施しました。
　実態調査の結果をもとに、町の実情に応じた子育て環境の整備を図るため、基山町子どもの未来の応援のため
の指針案を策定しました。（公表期間：２月13 日～３月14 日 ※土・日曜日を除く 午前８時 30 分～午後５時15 分）

▽意見募集期間　２月 27 日（火）～３月 14 日（水） ※郵送の場合、３月 14 日消印有効

▽意見を提出できる方
　案について意見をお持ちの町民の方は、どなたでも意見を提出していただくことができます。

▽意見提出・問合せ先　こども課　子育て支援係（役場１階）
　☎９２－７９６８　　９２－７１８４　　kosodate-6@town.kiyama.lg.jp

特別史跡  基肄城跡保存整備基本計画案について
　町では、国内でも特に価値の高い史跡として国の特別史跡に指定されている基肄城跡のこれからの保存整
備や活用について検討し、その基本的な方針や内容等をまとめるため、基肄城跡保存整備基本計画の策定事
業を進めています。（公表期間：２月1 日～３月２日 ※土・日曜日、祝日を除く 午前８時 30 分～午後５時 15 分）

▽意見募集期間　２月 15 日（木）～３月２日（金）※郵送の場合、３月２日消印有効

▽意見を提出できる方　
　①町内に住所を有する個人、②町内の事業所に勤務する個人、③町内の学校に在学する個人、④町内 
　で活動する事業者・団体

▽意見提出・問合せ先　教育学習課　ふるさと歴史係（役場２階）
　☎９２－２２００　　９２－０７４１　　furusato-1@town.kiyama.lg.jp


